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○
文
部
科
学
省
告
示
第
九
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
七
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
（
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
七
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
六
月
七
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

公
立
図
書
館

第
二

公
立
図
書
館

一

市
町
村
立
図
書
館

一

市
町
村
立
図
書
館

１

管
理
運
営

１

管
理
運
営

（
一
）
～
（
四
）

[

略]

（
一
）
～
（
四
）

[

略]

（
五
）

図
書
館
協
議
会

（
五
）

図
書
館
協
議
会

①

市
町
村
教
育
委
員
会
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団

①

市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
図
書
館
協
議
会
を
設
置
し
、
地
域
の
実

体
で
あ
る
市
町
村
の
長
が
そ
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
事

情
を
踏
ま
え
、
利
用
者
及
び
住
民
の
要
望
を
十
分
に
反
映
し
た
図
書

務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
図
書
館
に
あ
っ
て
は

館
の
運
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

、
当
該
市
町
村
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
図
書
館
協
議
会
を
設
置

し
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
利
用
者
及
び
住
民
の
要
望
を
十
分
に

反
映
し
た
図
書
館
の
運
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

②

[

略]

②

[

略]

（
六
）

[

略]

（
六
）

[

略]

２
～
４

[

略]

２
～
４

[

略]

二

都
道
府
県
立
図
書
館

二

都
道
府
県
立
図
書
館

１
～
４

[

略]

１
～
４

[

略]

５

職
員

５

職
員

①

都
道
府
県
教
育
委
員
会
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団

①

都
道
府
県
教
育
委
員
会
は
、
都
道
府
県
立
図
書
館
に
お
い
て
第
二
の

体
で
あ
る
都
道
府
県
の
長
が
そ
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
事

二
の
６
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
の
一
の
４
の
（
一
）
に
定
め
る
職
員
の

務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
図
書
館
に
あ
っ
て
は
、

ほ
か
、
第
二
の
二
の
１
、
３
及
び
４
に
掲
げ
る
機
能
を
果
た
す
た
め
に

当
該
都
道
府
県
の
長
。
）
は
、
都
道
府
県
立
図
書
館
に
お
い
て
第
二
の

必
要
な
職
員
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
の
６
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
の
一
の
４
の
（
一
）
に
定
め
る
職
員
の

ほ
か
、
第
二
の
二
の
１
、
３
及
び
４
に
掲
げ
る
機
能
を
果
た
す
た
め
に

必
要
な
職
員
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

②

[

略]
②

[

略]

６

[

略]

６

[
略]

備
考

表
中
の[

]

は
注
記
で
あ
る
。


